
SGEC 森林認証(持続可能な森林経営)について 

 
佐久地域の県営林、市町村有林及び財産組合有林 

が連携して〜信州カラマツの故郷〜佐久森林認証 

協議会議を設立し、一般社団法人緑の循環認証会 

議(SGEC)の森林認証を取得しました。 

 SGEC 森林認証は、国際認証制度 PEFC との 

相互承認を実現しており、認証森林は『持続可能 

な森林経営』を行う森林として国際的にも認証さ 

れたことになります。 

 南相木村では、〜信州カラマツの故郷〜佐久森林認証協議会の一員として、木材の持続的生

産はもとより、森林生態系の健全性、生物の多様性、水源かん養など公益的機能の高度発揮、地

域社会との継続的な繋がりなどに配慮した持続可能な森林経営を進めることにより、佐久地域の

林業振興と地域の活性化に努めてまいります。 

※	SGEC 森林認証制度については、SGEC「緑の循環」認証会議ホームページをご覧ください。 

一般社団法人 緑の循環認証会議 http://sgec-eco.org/ 

 

１ 認証番号及び認証有効期限 

   認証番号：JAFTA-080 

   認証有効期間：2017 年７月 1 日〜２０２２年 6 月 30 日 

 

２ 認証森林の構成 

 

№	 加盟者	 所在・名称	 面積	 (ha)	

1	 小諸市	 小諸市有林	 	 	 56.81		

	 	 	 	 小計	 	 	 56.81		

2	 佐久市	 佐久市有林	 	 	 1,642.26		

	 	 	 	 湯原区佐久共有林組合有林	 	 	 39.35		

	 	 	 	 協和財産区有林	 	 	 1,863.75		

	 	 	 	 春日財産区有林	 	 	 1,711.63		

	 	 	 	 大沢財産区有林	 	 	 272.54		

	 	 	 	 小計	 	 	 5,529.53		

3	 小海町	 小海町有林	 	 	 444.23		

	 	 	 	 北牧財産区有林	 	 	 892.24		

	 	 	 	 本村・中村・土村財産区有林	 	 	 195.23		

	 	 	 	 小計	 	 	 1,531.70		

4	 佐久穂町	 佐久穂町有林	 	 	 4,435.42		

	 	 	 	 小計	 	 	 4,435.42		
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5	 川上村	 川上村有林	 	 	 3,858.77		

	 	 	 	 小計	 	 	 3,858.77		

6	 南牧村	 南牧村有林	 	 	 388.08		

	 	 	 	 板橋財産区有林	 	 	 77.03		

	 	 	 	 平沢財産区有林	 	 	 546.12		

	 	 	 	 海の口財産区有林	 	 	 198.96		

	 	 	 	 海尻財産区有林	 	 	 587.74		

	 	 	 	 広瀬財産区有林	 	 	 286.80		

	 	 	 	 小計	 	 	 2,084.73		

7	 南相木村	 南相木村有林	 	 	 1,173.05		

	 	 	 	 小計	 	 	 1,173.05		

8	 北相木村	 北相木村有林	 	 	 1,261.52		

	 	 	 	 小計	 	 	 1,261.52		

9	 立科町	 立科町有林（立科町）	 	 	 2,420.41		

	 	 	 	 立科町有林（佐久市）	 	 	 925.32		

	 	 	 	 小計	 	 	 3,345.73		

10	 森泉山財

産組合	

森泉山財産組合有林	 軽井沢町内	 292.90		

	 	 	 	 御代田町内	 14.47		

	 	 小計	 	 	 307.37		

11	 長野県	 佐久市	 切原県有林	 48.33		

	 	 	 	 	 	 春日県有林	 394.66		

	 	 	 	 	 	 田口県行造林	 81.14		

	 	 	 	 小海町	 小海県有林	 757.59		

	 	 	 	 南牧村	 南牧県有林	 321.53		

	 	 	 	 御代田町	 御代田第 1 次県行造林	 22.83		

	 	 	 	 	 	 御代田第 2 次県行造林	 23.46		

	 	 	 	 小計	 	 	 1,649.54		

	 	 合計	 	 	 	 	 25,234.17		

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 〜信州カラマツの故郷〜 佐久森林認証協議会の森林管理基本方針〜 

  SGEC森林管理の下記の７基準に則り、佐久地域の持続可能な森林管理のため、５項目の 

 基本方針を定めています。 

 

SGEC『緑の循環』の７つの基準 

1. 認証対象森林の明示およびその管理方針の確定 

2. 生物多様性の保全 

3. 土壌および水資源の保全と維持 

4. 森林生態系の生産力および健全性の維持 

5. 持続的森林経営のための法的、制度的枠組み 

6. 社会、経済的便益の維持および、制度的枠組み 

7. モニタリングと情報公開 

 

 

【基本方針】 

●	垣久的な森林として守り・育て、地域の環境保全、地域の安全・安心に資する。 

●	地域の森林・林業の模範となる森林管理により、林業再生、地域振興に資する。 

●	郷土樹種であるカラマツを中心とした地域資源の循環利用に資する。 

●	地域の教育・環境学習・憩いの場として、地域住民の文化・保健休養に資する。 

 

４ 「持続可能な森林経営」の暗い的内容 

   〜信州カラマツの故郷〜佐久森林認証協議会森林管理マニュアル(添付ファイル)を 

  ご覧ください。 

 

５ 主な取り組み内容 

   南相木村での主な取組は、添付ファイルをご覧ください。 

 

 【お問い合わせ】 

   南相木村役場 振興課 産業係  

   〒３８４−１２１１ 長野県南佐久郡南相木村３５２５−１ 

   電話番号：０２６７−７８−２１２１ 

   ファックス：０２６７−７８−２１３９ 

   E-mail : sinkou@vill.minamiaiki.nagano.jp 

 

   〜信州カラマツの故郷〜佐久森林認証協議会 

   〒３８５-８５３３ 長野県佐久市跡部６５−１ 佐久合同庁舎 

   電話番号：０２６７−８８−５２１３ 

   ファックス：０２６７−６３-３３０２ 

   E-mail : saku-fm@rincon.or.jp 

	

	


